
農薬等の成分である物質の試験法に係る規格の一部改正等について  

1．背景   

食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品（以下、「農薬等」とい   

う。）の成分である物質については、「食品、添加物等の規格基準」（昭和34   

年厚生省告示第370号。以下、「告示」という。）中、「第1食品」の部の   

「A食品一般の成分規格」の項の5から7の目において残留基準が定められ   

ており、このうち、「検出されるものであってはならない」又は「不検出」と   

されている農薬等の成分については、それぞれの成分につき、試験法（以下、   

「告示試験法」という。）が示されている。  

しかしながら、試験対象となる食品の範囲は多様化しており、また、分析   

技術や分析機器の開発、進歩が進んでおり、より適切な、より迅速な、より   

効率的な試験法を選択できるようにすることが求められている。  

なお、告示中「第1食品」の部の「D各条」等においては、すでに告示   

試験法と同等以上の性能を有する試験法により試験を実施することができる   

旨が規定されている。  

2．審議結果   

告示中「第1食品」の部の「A食品一般の成分規格」の項の5から7の   

目において、 「検出されるものであってはならない」又は「不検出」とされて   

いる農薬等の成分に関する試験法について、試験対象食品の多様化、分析技   

術の進歩等を踏まえ、告示中「第1食品」の部の「D 各条」等においてす   

でに規定されているのと同様に、告示試験法と同等以上の性能を有する試験   

法により試験を実施することができることとするよう規格の改正を行うこと   

が適当と考える。  

この場合、代替する試験法が告示試験法と同等以上の性能を有するか否か   

については、平成19年11月15日付け食安発第1115001号厚生労働省医薬食   

品局食品安全部長通知「食品中に残留する農薬等に関する妥当性評価ガイド   

ラインについて」（以下「妥当性評価ガイドライン」という。）に準じて同等   

性を評価することが適当である。特に、「検出されるものであってはならない」   

又は「不検出」とされている農薬等については、「食品衛生法等の一部を改正   

する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の   

整備について」（平成17年11月29日付け食安発1129001号食品安   

全部長通知）に別表のとおり検出限界が示されているが、それぞれの農薬等   

にかかる当該検出限界が代替する試験法により確保できることについて評価   



することが必要である。   

なお、検出限界は使用する機器の性能に依存するところも大きく、今後、  

機器等の進歩により、検出限界が低くなっていく可能性があるが、この点に  

ついては、技術の進歩を踏まえ、見直しの必要性等も含めて検討していくこ  

とが望まれる。   

また、妥当性評価ガイドラインにおいては、「検出されるものであってはな  

らない」又は「不検出」とされている農薬等についての評価に関して特段の  

記載がないので、適切に運用できるよう必要な改訂を行うことが望まれる。   

本規格の改正については、食品安全基本法第11条第1項第1号に規定す  

る「当該施策の内容からみて食品健康影響評価を行うことが明らかに必要で  

ないとき」に該当するものである旨、食品安全委員会より意見を得ている。  

3．検討経過等   

平成21年 8月21日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動  

物用医薬品部会報告   

平成21年 9月28日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長へ食品  

健康影響評価を行うことが明らかに必要でないと  

きについて照会  

平成21年10月29日  
平成21年10月29日  

第307回食品安全委員会  

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あて食品  

健康影響評価を行うことが明らかに必要でないと  

きに該当する旨の回答  

薬事・食品衛生審議会に諮問  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動  

物用医薬品部会審議  

平成22年 2月22日  

平成22年 3月 2日  
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元独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究センタ   

ー虫害防除部長  
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山内 明子  

山添康  

由田 克士   独立行政法人国立健康・栄養研究所栄養疫学教育プログラ  

ム国民健康・栄養調査プロジェクトリーダー  
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（参考）   

（傍線部分は改正部分）  

○食品、添加物等の規格基準（昭和34年12月厚生省告示第370号）  

改  正  案  現  行  

第1食品   

A 食品一般の成分規格   

1～4  佃創  

5（1）の表に掲げる農薬等（農薬取締法（昭和23年法律第82号）  

第1条の2第1項に規定する農薬、飼料の安全性の確保及び品  

質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第2条第3項の  

規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的と  

して飼料（同条第2項に規定する飼料をいう。）に添加、混和、  

浸潤その他の方法によって用いられる物又は薬事法（昭和35年  

法律第145号）第2条第1項に規定する医薬品であって動物のた  

めに使用されることが目的とされているものをいう。以下同  

じ。）の成分である物質（その物質が化学的に変化して生成した  

物質を含む。以下同じ。）は、食品に含有されるものであっては  

ならない。この場合において、（2）の表の食品の欄に掲げる食品  

については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験し  

なければならず、また、食品は（3）から止迫までに規定する試験  

法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検  

出されるものであってはならない。  

（1）～（17）（略）  

出払（3）から（17）までに掲げる試験法と同等以上の性能を有  

する試験法  

第1食品   

A 食品一般の成分規格   

1～4 （略）  

5（1）の表に掲げる農薬等（農薬取締法（昭和23年法律第82号）  

第1条の2第1項に規定する農薬、飼料の安全性の確保及び品  

質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第2条第3項の  

規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的と  

して飼料（同条第2項に規定する飼料をいう。）に添加、混和、  

浸潤その他の方法によって用いられる物又は薬事法（昭和35年  

法律第145号）第2条第1項に規定する医薬品であって動物のた  

めに使用されることが目的とされているものをいう。以下同  

じ。）の成分である物質（その物質が化学的に変化して生成した  

物質を含む。以下同じ。）は、食品に含有されるものであっては  
ならない。この場合において、（2）の表の食品の欄に掲げる食品  

については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験し  

なければならず、また、食品は（3）から出立までに規定する試験  

法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検  

出されるものであってはならない。  

（1）～（17）（略）  

6 5の規定にかかわらず、（1）の表の第1欄に掲げる農薬等の  

成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、  

それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有され  

6 5の規定にかかわらず、（1）の表の第1欄に掲げる農薬等の成  

分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、そ  

れぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有される  
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現  行  改  正  案  

るものであってはならない。この場合において、（2）の表の食品  

の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を  

検体として試験しなければならず、また、（1）の表の第1欄に掲  

げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」  

と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、（3）から  

立止までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬  

等の成分である物質が検出されるものであってはならない。  

（1）～（10）（略）  

吐吐（3）から（10）までに掲げる試験法と同等以上の性能を有   

する試験法  

ものであってはならない。この場合において、（2）の表の食品の  

欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検  

体として試験しなければならず、また、（1）の表の第1欄に掲げ  

る農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」  

と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、（3）から  

旦迫までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬  

等の成分である物質が検出されるものであってはならない。  

（1）～（10）（略）  

7 6に定めるもののほか、（1）の表の第1欄に掲げる農薬等の  

成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、  

それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有され  

るものであってはならない。この場合において、（2）の表の食品  

の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を  

検体として試験しなければならず、また、（1）の表の第1欄に掲  

げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」  

と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、（3）から  

上姐までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等  

の成分である物質が検出されるものであってはならない。  

（1）～（8）（略）  

也（3）から（8）までに掲げる試験法と同等以上の性能を有す  

る試験法  

7 6に定めるもののほか、（1）の表の第1欄に掲げる農薬等の  

成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、  

それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有され  

るものであってはならない。この場合において、（2）の表の食品  

の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を  

検体として試験しなければならず、また、（1）の表の第1欄に掲  

げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」  

と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、（3）から  

也までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等  
の成分である物質が検出されるものであってはならない。  

（1）～（8）（略）  
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（参考）  

一般規則5，6及び7に規定する各試験法の検出限界  

農薬等名   検出限界（ppm）   備 考   

0．05   2，4，5－T  ミネラルウオーターにあっては0．001ppm   

アゾシクロチン及びシヘキサチン   0．02   ミネラルウオーターにあっては0．001ppm   

茶にあっては0．1ppm  
アミトロール   0．025  

ミネラルウオーターにあっては0．002ppm   

アルドリン   0．005   抹茶にあっては0．02ppm   

エンドリン   0．005   抹茶にあっては0．02ppm   

ディルドリン   0．005   抹茶にあっては0．02ppm   

カブタホール   0．01   ミネラルウオーターにあっては0，001ppm   

カルパドックス ※1   0．001  

クマホス   0．01   ミネラルウオーターにあっては0．001ppm   

クレンブテロール   0．00005  

クロラムフェニコール   0．0005   ローヤルゼリーにあっては0．005ppm   

クロルプロマジン   0．0001  

ジエチルスチルベストロール   0．0005  

ジメトリダゾール   0．0002  

メトロニダゾール   0．0001  

ロニダゾール   0．0002  

ダミノジッド   0．1   ミネラルウオーターにあっては0二002ppm   

デキサメタゾン   0．00005  

トリアゾホス   0．05  そら豆にあっては0．02ppm   

パラチオン   0．01  

α－トレンボロン   0．002  

β－トレンボロン   0．002  

二臭化エチレン   0．001  

ニトロフラゾン   0．001  

ニトロプラントイン※2   0．001  

フラゾリドン※3   0．001  

フラルタドン※4   0．001  

プロファム   0．01   ミネラルウオーターにあっては0．001ppm   

マラカイトグリーン※5   0．002  

※1カルパドックスは、カルパドックスの代謝物であるキノキサリンー2－カルポン酸を分析対象とする  
※2 ニトロフラントインは、ニトロプラントインの代謝物である1一アミノヒダントインを分析対象と  

する。  
※3 フラゾリドンは、フラゾリドンの代謝物である3－アミノー2－オキサゾリドンを分析対象とする。  
※4 フラルタドンは、フラルタドンの代謝物である3－アミノー5－モルフォリノメチルー2－オキサ  

ゾリドンを分析対象とする。  
※5 マラカイトグリーンは、マラカイトグリーン及びその代謝物であるロイコマラカイトグリーンを分析  

対象とする。  
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